
▶	国保医療年金課（☎64・3240）、●新 地域振興課（☎75・0253）、●揖 地域振興課（☎72・2523）
	 ●御 地域振興課（☎322・1451）、兵庫県後期高齢者医療広域連合事務局（コールセンター）（☎078・326・2021）

総所得金額等（被保険者全員＋世帯主）が次の基準額以下の世帯 軽減割合（軽減後の均等割額：年額）

基礎控除額（43万円）＋10万円×（年金・給与所得者数－１）
医 療 分 7.2割 注2 16,359円
子ども分 ７割 405円

基礎控除額（43万円）＋31万円×被保険者数
＋10万円×（年金・給与所得者数－１）

医 療 分
５割

29,213円
子ども分 675円

基礎控除額（43万円）＋57万円×被保険者数
＋10万円×（年金・給与所得者数－１）

医 療 分
２割

46,741円
子ども分 1,080円

後 期 高 齢 者 医 療 制 度 について後 期 高 齢 者 医 療 制 度 について
1 保険料の決定／通知書 　 2 資格確認書等

1 後期高齢者医療制度の保険料が決定しました／７月中旬に通知書が届きます
令和８年度から子ども・子育て支援金制度が創設されました
　「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益を有する全世代・全経
済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い・連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収す
ることにより、支援金を拠出する制度で、令和８年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することと
されました。
　そのため、後期高齢者医療制度においても、新たに「子ども・子育て支援（納付）金」が保険料に加わります。

保険料の計算方法
　後期高齢者医療制度の保険料は、被保険者お一人おひとりにお支払いいただきます。
　保険料率（均等割額と所得割率）は２年ごとに見直し、子ども・子育て支援（納付）金分（子ども分）は、令和８
年度から令和10年度にかけて１年ごとに見直されます。令和８年度の保険料額は以下のとおりです。
　なお、１人当たりの保険料は「医療分」と「子ども分」の合計額（③＋⑥）となります。

2 ７月中旬に新しい資格確認書等が届きます（年齢基準日：令和８年８月１日）
　８月１日以降に医療機関等にかかるときは、マイナ保険証もしくは新しい資格確認書を医療機関等の窓口で提
示してください。

● 85歳以上の方 ➡「資格確認書」
● 84歳以下かつマイナ保険証の利用登録が「ない」方 ➡「資格確認書」
● 84歳以下かつマイナ保険証の利用登録が「ある」方 ➡「資格確認のお知らせ」

　マイナ保険証をお持ちであっても、マイナ保険証での受診が困難な方については、申請により「資格確認書」を
交付します。
　詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。➡
　資格確認書等の交付について（ https://www.kouiki-hyogo.jp/seido/1001924.html）

医療費の一部負担金の割合と自己負担限度額等
　資格確認書またはマイナンバーカードを保険医療機関等の窓口で提示することで、かかった医療費のうち、 
「一部負担金の割合」の支払いで治療を受けることができます。
　また、同一の医療機関で１カ月（同じ月内）の医療費の一部負担金が高額になったときは、「自己負担限度額 
（月額）」までの支払いとなります（同一の医療機関でも入院・外来・歯科は別々に計算します）。
　詳しくは、兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。➡

一部負担金について（ https://www.kouiki-hyogo.jp/seido/1001726/1001727.html）
自己負担限度額について（ https://www.kouiki-hyogo.jp/seido/1001472/1001543.html） 注１	 総所得金額等とは収入額から控除額（公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費のことをいい、医療費控除額、

障害者控除額、扶養控除額等の所得控除額は含みません）を引いた金額です。

※65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します。
注２	令和８・９年度のみ特例措置により７.２割軽減となります。

所得の低い方の軽減（令和８年度）
　同一世帯内の被保険者と世帯主の令和７年中の総所得金額等が基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

保険料の減免および徴収猶予
　災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなど
により世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが
困難な方は、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。
　詳しくは、お問い合わせ先へご相談ください。

被扶養者であった方の軽減
　制度に加入する前日に、会社の健康保険等（国民健康保険・国民健康保険組合を除く）の被扶養者であった方
は、所得割額は０円です。また、被保険者となってから２年間は均等割額が５割軽減されます。
※	被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、
軽減割合の高い方が適用されます。

① 均等割額
被保険者
１人当たり
58,427円

④ 均等割額
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１人当たり
1,351円
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② 所得割額
（総所得金額等 注1－基礎控除額43万円）

×所得割率 10.77％

　 ⑤ 所得割額
（総所得金額等 注1－基礎控除額43万円）

×所得割率 0.24％

● 医療分

●こども分

③＋⑥
合計

年保険料額
賦課限度額
87万1千円⑥（④＋⑤）

年保険料額
賦課限度額
２万１千円

③（①＋②）
年保険料額
賦課限度額

85万円
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